
 
 

  
  

令和７年 第５回 

士幌町議会臨時会 

説 明 資 料  

  

 

  

  

  
令和７年１２月１７日 

 

  



（議案第１～４号 説明資料） 

・議案第１号 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の一部を改正する条例の要旨 

・議案第２号 士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の要旨 

・議案第３号 士幌町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の要旨 

・議案第４号 士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の要旨 

   

目 的 

 

 

国家公務員の給与に関する法律の改正（人事院勧告）に基づき、民間との

格差を是正するため、期末勤勉手当の支給率、給料表の改定を行う。 

あわせて、フルタイム会計年度任用職員のうち、町立小中学校に勤務する

臨時教諭については、北海道教育委員会の規定に合わせて給料表を定めると

ともに、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等

の改正に伴い、同臨時教諭に対して教職調整額を支給できるように改正を行

う。 

 

概  要 

 

 

１ 主な改正内容 

（１）給料表の改定（職員、任期付き職員及び会計年度任用職員） 

   ・若年層に重点を置き、全体で 3.3％程度の引き上げを行う。 

    （8,300 円～12,300 円の引上げ） 

（２）期末勤勉手当の支給月数の改定 

  〇職員及び会計年度任用職員 

   ・期末手当 2.50 ヵ月⇒2.525 ヵ月 

   ・勤勉手当 2.10 ヵ月⇒2.125 ヵ月 

   ・合計   4.65 ヵ月（0.05 ヵ月引上げ） 

  〇町長等特別職及び議会議員 

   ・期末手当 4.60 ヵ月⇒4.65 ヵ月（0.05 ヵ月引上げ） 

（３）臨時教諭の給料表及び教職調整額の規定 

   ・町立小中学校の臨時教諭の給料表を新たに定めるとともに、教職調

整額（10/100）を支給する。 

 

２ 施行期日 

  施行日  公布の日 

適用日  議案第１号  令和７年４月１日 

（一部は令和８年４月１日） 

議案第２号  令和７年４月１日 

       （一部は令和８年４月１日） 

     議案第３号  令和７年12月１日 

議案第４号  令和７年12月１日     
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議
案
第
１
号
 
説
明
資
料
（
第
１
条
関
係
）

 
 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
31
年
条
例
第
20
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
14
条
 
（
略
）
 

第
14
条
 
（
略
）
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
12
5、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
12
7.
5を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
箇
月

以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
10
0分

の
12
5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
箇
月

以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
10
0分

の
12
5」

と
あ
る
の
は
「
10
0分

の
70
」
と
、
「
10
0分

の
12
7.
5」

と
あ
る
の
は

「
10
0分

の
72
.5
」
と
す
る
。
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
10
0分

の
12
5」

と
あ
る
の
は
「
10
0分

の
70
」
と
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
す
る
。
 

４
～
６
 
（
略
）
 

４
～
６
 
（
略
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
15
条
 
（
略
）
 

第
15
条
 
（
略
）
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の

額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の

額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
 
当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
及
び
地
域
手
当
の
月
額
を
加
算
し
た
額
に
、
６
月
に
支

給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
10
5、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
10
7.
5を

乗
じ

て
得
た
額
の
総
額
 

(1
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
 
当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
及
び
地
域
手
当
の
月
額
を
加
算
し
た
額
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
10
0分

の
10
5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 を

乗
じ

て
得
た
額
の
総
額
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議
案
第
１
号
 
説
明
資
料
（
第
１
条
関
係
）

 
 

改
正
案
 

現
 
行
 

(2
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
 
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
50
、
12
月

に
支
給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
52
.5
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

(2
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
 
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
10
0分

の
50
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

３
～
５
 
（
略
）
 

３
～
５
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

行
政
職
給
料
表
 

号
俸
 

１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 

１
 

19
5,
80
0 

24
2,
00
0 

27
6,
30
0 

30
9,
80
0 

33
2,
60
0 

36
6,
80
0 

２
 

19
6,
90
0 

24
3,
30
0 

27
7,
30
0 

31
1,
30
0 

33
4,
40
0 

36
8,
50
0 

３
 

19
8,
10
0 

24
4,
70
0 

27
8,
30
0 

31
2,
70
0 

33
6,
20
0 

37
0,
10
0 

４
 

19
9,
20
0 

24
6,
10
0 

27
9,
30
0 

31
4,
10
0 

33
7,
90
0 

37
1,
70
0 

５
 

20
0,
30
0 

24
7,
50
0 

28
0,
30
0 

31
5,
50
0 

33
9,
60
0 

37
3,
30
0 

６
 

20
2,
00
0 

24
8,
90
0 

28
1,
30
0 

31
6,
60
0 

34
1,
30
0 

37
5,
10
0 

７
 

20
3,
60
0 

25
0,
30
0 

28
2,
20
0 

31
7,
60
0 

34
3,
00
0 

37
6,
60
0 

８
 

20
5,
20
0 

25
1,
70
0 

28
3,
20
0 

31
8,
80
0 

34
4,
60
0 

37
8,
20
0 

９
 

20
6,
70
0 

25
3,
10
0 

28
4,
20
0 

32
0,
00
0 

34
6,
20
0 

37
9,
50
0 

10
 

20
8,
40
0 

25
4,
30
0 

28
5,
20
0 

32
1,
60
0 

34
7,
90
0 

38
1,
10
0 

11
 

21
0,
00
0 

25
5,
60
0 

28
6,
20
0 

32
3,
20
0 

34
9,
60
0 

38
2,
70
0 

12
 

21
1,
60
0 

25
6,
90
0 

28
7,
20
0 

32
4,
80
0 

35
1,
20
0 

38
4,
20
0 

13
 

21
3,
10
0 

25
8,
10
0 

28
8,
20
0 

32
6,
20
0 

35
2,
70
0 

38
6,
10
0 

14
 

21
4,
80
0 

25
9,
30
0 

28
9,
50
0 

32
7,
80
0 

35
4,
30
0 

38
8,
00
0 

15
 

21
6,
50
0 

26
0,
50
0 

29
0,
80
0 

32
9,
40
0 

35
5,
90
0 

38
9,
90
0 

16
 

21
8,
20
0 

26
1,
70
0 

29
2,
00
0 

33
1,
00
0 

35
7,
40
0 

39
1,
70
0 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

行
政
職
給
料
表
 

号
俸
 

１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 

１
 

18
3,
50
0 

23
0,
00
0 

26
5,
30
0 

29
8,
80
0 

32
1,
30
0 

35
5,
20
0 

２
 

18
4,
60
0 

23
1,
50
0 

26
6,
30
0 

30
0,
30
0 

32
3,
10
0 

35
6,
90
0 

３
 

18
5,
80
0 

23
3,
00
0 

26
7,
30
0 

30
1,
80
0 

32
4,
90
0 

35
8,
50
0 

４
 

18
6,
90
0 

23
4,
50
0 

26
8,
30
0 

30
3,
20
0 

32
6,
60
0 

36
0,
10
0 

５
 

18
8,
00
0 

23
6,
00
0 

26
9,
30
0 

30
4,
60
0 

32
8,
30
0 

36
1,
70
0 

６
 

18
9,
70
0 

23
7,
50
0 

27
0,
30
0 

30
5,
70
0 

33
0,
00
0 

36
3,
50
0 

７
 

19
1,
30
0 

23
9,
00
0 

27
1,
30
0 

30
6,
70
0 

33
1,
70
0 

36
5,
00
0 

８
 

19
2,
90
0 

24
0,
50
0 

27
2,
30
0 

30
7,
90
0 

33
3,
40
0 

36
6,
60
0 

９
 

19
4,
50
0 

24
2,
00
0 

27
3,
30
0 

30
9,
10
0 

33
5,
00
0 

36
8,
00
0 

10
 

19
6,
20
0 

24
3,
40
0 

27
4,
30
0 

31
0,
70
0 

33
6,
70
0 

36
9,
60
0 

11
 

19
7,
80
0 

24
4,
80
0 

27
5,
30
0 

31
2,
30
0 

33
8,
40
0 

37
1,
20
0 

12
 

19
9,
40
0 

24
6,
20
0 

27
6,
40
0 

31
3,
90
0 

34
0,
00
0 

37
2,
70
0 

13
 

20
1,
00
0 

24
7,
40
0 

27
7,
40
0 

31
5,
40
0 

34
1,
50
0 

37
4,
60
0 

14
 

20
2,
70
0 

24
8,
60
0 

27
8,
70
0 

31
7,
00
0 

34
3,
10
0 

37
6,
50
0 

15
 

20
4,
40
0 

24
9,
80
0 

28
0,
00
0 

31
8,
60
0 

34
4,
70
0 

37
8,
40
0 

16
 

20
6,
10
0 

25
1,
00
0 

28
1,
20
0 

32
0,
20
0 

34
6,
20
0 

38
0,
20
0 
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資
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係
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改
正
案
 

現
 
行
 

17
 

21
9,
40
0 

26
2,
80
0 

29
3,
20
0 

33
2,
40
0 

35
8,
80
0 

39
3,
20
0 

18
 

22
1,
00
0 

26
3,
90
0 

29
4,
50
0 

33
4,
10
0 

36
0,
50
0 

39
5,
00
0 

19
 

22
2,
60
0 

26
5,
00
0 

29
5,
70
0 

33
5,
70
0 

36
2,
10
0 

39
6,
70
0 

20
 

22
4,
10
0 

26
6,
10
0 

29
6,
90
0 

33
7,
30
0 

36
3,
70
0 

39
8,
30
0 

21
 

22
5,
60
0 

26
7,
00
0 

29
7,
90
0 

33
8,
70
0 

36
4,
80
0 

40
0,
00
0 

22
 

22
7,
20
0 

26
8,
00
0 

29
9,
10
0 

34
0,
40
0 

36
6,
30
0 

40
1,
40
0 

23
 

22
8,
80
0 

26
9,
00
0 

30
0,
30
0 

34
2,
10
0 

36
7,
80
0 

40
2,
80
0 

24
 

23
0,
40
0 

27
0,
00
0 

30
1,
60
0 

34
3,
70
0 

36
9,
30
0 

40
4,
20
0 

25
 

23
2,
00
0 

27
1,
00
0 

30
2,
90
0 

34
4,
90
0 

37
1,
00
0 

40
5,
60
0 

26
 

23
3,
70
0 

27
1,
90
0 

30
3,
90
0 

34
6,
80
0 

37
2,
80
0 

40
6,
80
0 

27
 

23
5,
00
0 

27
2,
70
0 

30
4,
90
0 

34
8,
50
0 

37
4,
40
0 

40
8,
00
0 

28
 

23
6,
30
0 

27
3,
60
0 

30
5,
90
0 

35
0,
10
0 

37
6,
10
0 

40
9,
00
0 

29
 

23
7,
60
0 

27
4,
40
0 

30
7,
00
0 

35
1,
60
0 

37
7,
50
0 

41
0,
10
0 

30
 

23
8,
70
0 

27
5,
20
0 

30
8,
20
0 

35
3,
20
0 

37
8,
80
0 

41
1,
30
0 

31
 

23
9,
80
0 

27
6,
00
0 

30
9,
30
0 

35
4,
80
0 

38
0,
00
0 

41
2,
40
0 

32
 

24
0,
90
0 

27
6,
70
0 

31
0,
50
0 

35
6,
40
0 

38
1,
40
0 

41
3,
50
0 

33
 

24
2,
00
0 

27
7,
40
0 

31
1,
60
0 

35
8,
10
0 

38
2,
50
0 

41
4,
20
0 

34
 

24
2,
90
0 

27
8,
20
0 

31
2,
90
0 

35
9,
90
0 

38
3,
40
0 

41
4,
90
0 

35
 

24
3,
80
0 

27
9,
00
0 

31
4,
20
0 

36
1,
70
0 

38
4,
40
0 

41
5,
50
0 

36
 

24
4,
80
0 

27
9,
60
0 

31
5,
50
0 

36
3,
50
0 

38
5,
40
0 

41
6,
20
0 

37
 

24
5,
80
0 

28
0,
30
0 

31
6,
70
0 

36
5,
00
0 

38
6,
20
0 

41
6,
80
0 

38
 

24
6,
70
0 

28
1,
10
0 

31
8,
00
0 

36
6,
40
0 

38
7,
10
0 

41
7,
40
0 

39
 

24
7,
60
0 

28
1,
80
0 

31
9,
30
0 

36
7,
80
0 

38
8,
00
0 

41
7,
90
0 

40
 

24
8,
40
0 

28
2,
50
0 

32
0,
60
0 

36
9,
20
0 

38
8,
80
0 

41
8,
30
0 

17
 

20
7,
40
0 

25
2,
10
0 

28
2,
50
0 

32
1,
70
0 

34
7,
60
0 

38
1,
70
0 

18
 

20
9,
00
0 

25
3,
20
0 

28
3,
80
0 

32
3,
40
0 

34
9,
30
0 

38
3,
50
0 

19
 

21
0,
60
0 

25
4,
30
0 

28
5,
00
0 

32
5,
00
0 

35
0,
90
0 

38
5,
20
0 

20
 

21
2,
10
0 

25
5,
40
0 

28
6,
20
0 

32
6,
60
0 

35
2,
50
0 

38
6,
80
0 

21
 

21
3,
60
0 

25
6,
40
0 

28
7,
30
0 

32
8,
00
0 

35
3,
70
0 

38
8,
50
0 

22
 

21
5,
20
0 

25
7,
40
0 

28
8,
50
0 

32
9,
70
0 

35
5,
20
0 

38
9,
90
0 

23
 

21
6,
80
0 

25
8,
40
0 

28
9,
80
0 

33
1,
40
0 

35
6,
70
0 

39
1,
30
0 

24
 

21
8,
40
0 

25
9,
40
0 

29
1,
10
0 

33
3,
00
0 

35
8,
20
0 

39
2,
70
0 

25
 

22
0,
00
0 

26
0,
40
0 

29
2,
40
0 

33
4,
20
0 

35
9,
90
0 

39
4,
10
0 

26
 

22
1,
70
0 

26
1,
30
0 

29
3,
40
0 

33
6,
10
0 

36
1,
70
0 

39
5,
30
0 

27
 

22
3,
00
0 

26
2,
20
0 

29
4,
40
0 

33
7,
80
0 

36
3,
40
0 

39
6,
50
0 

28
 

22
4,
30
0 

26
3,
10
0 

29
5,
50
0 

33
9,
40
0 

36
5,
10
0 

39
7,
50
0 

29
 

22
5,
60
0 

26
3,
90
0 

29
6,
60
0 

34
0,
90
0 

36
6,
50
0 

39
8,
60
0 

30
 

22
6,
70
0 

26
4,
70
0 

29
7,
80
0 

34
2,
50
0 

36
7,
80
0 

39
9,
80
0 

31
 

22
7,
80
0 

26
5,
50
0 

29
8,
90
0 

34
4,
10
0 

36
9,
00
0 

40
0,
90
0 

32
 

22
8,
90
0 

26
6,
30
0 

30
0,
10
0 

34
5,
70
0 

37
0,
40
0 

40
2,
00
0 

33
 

23
0,
00
0 

26
7,
00
0 

30
1,
30
0 

34
7,
40
0 

37
1,
50
0 

40
2,
70
0 

34
 

23
1,
10
0 

26
7,
80
0 

30
2,
60
0 

34
9,
20
0 

37
2,
40
0 

40
3,
40
0 

35
 

23
2,
20
0 

26
8,
60
0 

30
3,
90
0 

35
1,
00
0 

37
3,
40
0 

40
4,
10
0 

36
 

23
3,
30
0 

26
9,
30
0 

30
5,
20
0 

35
2,
80
0 

37
4,
50
0 

40
4,
80
0 

37
 

23
4,
40
0 

27
0,
00
0 

30
6,
50
0 

35
4,
30
0 

37
5,
30
0 

40
5,
40
0 

38
 

23
5,
40
0 

27
0,
80
0 

30
7,
80
0 

35
5,
70
0 

37
6,
20
0 

40
6,
00
0 

39
 

23
6,
40
0 

27
1,
60
0 

30
9,
10
0 

35
7,
10
0 

37
7,
10
0 

40
6,
50
0 

40
 

23
7,
30
0 

27
2,
30
0 

31
0,
40
0 

35
8,
50
0 

37
7,
90
0 

40
6,
90
0 
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41
 

24
9,
20
0 

28
3,
20
0 

32
1,
90
0 

37
0,
70
0 

38
9,
60
0 

41
8,
70
0 

42
 

24
9,
90
0 

28
3,
90
0 

32
3,
10
0 

37
1,
50
0 

39
0,
40
0 

41
8,
90
0 

43
 

25
0,
50
0 

28
4,
60
0 

32
4,
40
0 

37
2,
40
0 

39
1,
20
0 

41
9,
20
0 

44
 

25
1,
10
0 

28
5,
30
0 

32
5,
50
0 

37
3,
40
0 

39
1,
90
0 

41
9,
50
0 

45
 

25
1,
80
0 

28
6,
00
0 

32
6,
40
0 

37
4,
30
0 

39
2,
60
0 

41
9,
80
0 

46
 

25
2,
40
0 

28
6,
60
0 

32
7,
70
0 

37
5,
40
0 

39
3,
30
0 

42
0,
10
0 

47
 

25
3,
00
0 

28
7,
30
0 

32
9,
00
0 

37
6,
30
0 

39
4,
00
0 

42
0,
40
0 

48
 

25
3,
60
0 

28
7,
90
0 

33
0,
30
0 

37
7,
30
0 

39
4,
70
0 

42
0,
70
0 

49
 

25
4,
10
0 

28
8,
60
0 

33
1,
40
0 

37
8,
20
0 

39
5,
20
0 

42
0,
90
0 

50
 

25
4,
70
0 

28
9,
20
0 

33
2,
70
0 

37
8,
90
0 

39
5,
80
0 

42
1,
20
0 

51
 

25
5,
30
0 

28
9,
90
0 

33
3,
90
0 

37
9,
60
0 

39
6,
40
0 

42
1,
40
0 

52
 

25
5,
80
0 

29
0,
60
0 

33
5,
10
0 

38
0,
20
0 

39
7,
10
0 

42
1,
70
0 

53
 

25
6,
20
0 

29
1,
10
0 

33
6,
40
0 

38
0,
60
0 

39
7,
50
0 

42
1,
90
0 

54
 

25
6,
60
0 

29
1,
70
0 

33
7,
40
0 

38
1,
20
0 

39
8,
10
0 

42
2,
20
0 

55
 

25
6,
90
0 

29
2,
30
0 

33
8,
50
0 

38
1,
80
0 

39
8,
70
0 

42
2,
50
0 

56
 

25
7,
20
0 

29
3,
00
0 

33
9,
60
0 

38
2,
50
0 

39
9,
20
0 

42
2,
80
0 

57
 

25
7,
50
0 

29
3,
60
0 

34
0,
30
0 

38
2,
80
0 

39
9,
60
0 

42
3,
00
0 

58
 

25
7,
80
0 

29
4,
20
0 

34
1,
20
0 

38
3,
50
0 

40
0,
20
0 

42
3,
30
0 

59
 

25
8,
10
0 

29
4,
80
0 

34
1,
90
0 

38
4,
20
0 

40
0,
80
0 

42
3,
60
0 

60
 

25
8,
40
0 

29
5,
50
0 

34
2,
70
0 

38
4,
80
0 

40
1,
30
0 

42
3,
80
0 

61
 

25
8,
70
0 

29
6,
10
0 

34
3,
50
0 

38
5,
10
0 

40
1,
70
0 

42
4,
00
0 

62
 

25
9,
00
0 

29
6,
70
0 

34
3,
90
0 

38
5,
60
0 

40
2,
20
0 

42
4,
30
0 

63
 

25
9,
30
0 

29
7,
20
0 

34
4,
40
0 

38
6,
20
0 

40
2,
70
0 

42
4,
60
0 

64
 

25
9,
60
0 

29
7,
70
0 

34
5,
10
0 

38
6,
80
0 

40
3,
30
0 

42
4,
80
0 

41
 

23
8,
20
0 

27
3,
00
0 

31
1,
70
0 

36
0,
00
0 

37
8,
70
0 

40
7,
30
0 

42
 

23
9,
10
0 

27
3,
80
0 

31
3,
00
0 

36
0,
80
0 

37
9,
50
0 

40
7,
50
0 

43
 

23
9,
90
0 

27
4,
60
0 

31
4,
30
0 

36
1,
80
0 

38
0,
30
0 

40
7,
80
0 

44
 

24
0,
70
0 

27
5,
30
0 

31
5,
40
0 

36
2,
80
0 

38
1,
00
0 

40
8,
10
0 

45
 

24
1,
40
0 

27
6,
00
0 

31
6,
30
0 

36
3,
70
0 

38
1,
70
0 

40
8,
40
0 

46
 

24
2,
00
0 

27
6,
70
0 

31
7,
60
0 

36
4,
80
0 

38
2,
40
0 

40
8,
70
0 

47
 

24
2,
60
0 

27
7,
40
0 

31
8,
90
0 

36
5,
70
0 

38
3,
10
0 

40
9,
00
0 

48
 

24
3,
20
0 

27
8,
10
0 

32
0,
20
0 

36
6,
70
0 

38
3,
80
0 

40
9,
30
0 

49
 

24
3,
80
0 

27
8,
80
0 

32
1,
40
0 

36
7,
60
0 

38
4,
30
0 

40
9,
50
0 

50
 

24
4,
40
0 

27
9,
50
0 

32
2,
70
0 

36
8,
30
0 

38
4,
90
0 

40
9,
80
0 

51
 

24
5,
00
0 

28
0,
20
0 

32
3,
90
0 

36
9,
00
0 

38
5,
50
0 

41
0,
10
0 

52
 

24
5,
50
0 

28
0,
90
0 

32
5,
10
0 

36
9,
60
0 

38
6,
20
0 

41
0,
40
0 

53
 

24
6,
00
0 

28
1,
50
0 

32
6,
40
0 

37
0,
00
0 

38
6,
60
0 

41
0,
60
0 

54
 

24
6,
40
0 

28
2,
20
0 

32
7,
50
0 

37
0,
60
0 

38
7,
20
0 

41
0,
90
0 

55
 

24
6,
70
0 

28
2,
80
0 

32
8,
60
0 

37
1,
30
0 

38
7,
80
0 

41
1,
20
0 

56
 

24
7,
00
0 

28
3,
50
0 

32
9,
70
0 

37
2,
00
0 

38
8,
30
0 

41
1,
50
0 

57
 

24
7,
30
0 

28
4,
10
0 

33
0,
40
0 

37
2,
30
0 

38
8,
70
0 

41
1,
70
0 

58
 

24
7,
60
0 

28
4,
80
0 

33
1,
30
0 

37
3,
00
0 

38
9,
30
0 

41
2,
00
0 

59
 

24
7,
90
0 

28
5,
40
0 

33
2,
00
0 

37
3,
70
0 

38
9,
90
0 

41
2,
30
0 

60
 

24
8,
20
0 

28
6,
10
0 

33
2,
80
0 

37
4,
30
0 

39
0,
40
0 

41
2,
50
0 

61
 

24
8,
50
0 

28
6,
70
0 

33
3,
60
0 

37
4,
60
0 

39
0,
80
0 

41
2,
70
0 

62
 

24
8,
80
0 

28
7,
40
0 

33
4,
00
0 

37
5,
10
0 

39
1,
30
0 

41
3,
00
0 

63
 

24
9,
10
0 

28
8,
00
0 

33
4,
60
0 

37
5,
70
0 

39
1,
80
0 

41
3,
30
0 

64
 

24
9,
40
0 

28
8,
50
0 

33
5,
30
0 

37
6,
30
0 

39
2,
40
0 

41
3,
50
0 
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65
 

25
9,
90
0 

29
8,
20
0 

34
5,
90
0 

38
7,
10
0 

40
3,
60
0 

42
5,
00
0 

66
 

26
0,
20
0 

29
8,
80
0 

34
6,
60
0 

38
7,
70
0 

40
4,
00
0 

42
5,
30
0 

67
 

26
0,
50
0 

29
9,
30
0 

34
7,
30
0 

38
8,
40
0 

40
4,
30
0 

42
5,
60
0 

68
 

26
0,
80
0 

29
9,
90
0 

34
7,
90
0 

38
9,
00
0 

40
4,
70
0 

42
5,
80
0 

69
 

26
1,
10
0 

30
0,
30
0 

34
8,
40
0 

38
9,
40
0 

40
5,
00
0 

42
6,
00
0 

70
 

26
1,
40
0 

30
0,
80
0 

34
9,
00
0 

38
9,
90
0 

40
5,
30
0 

42
6,
30
0 

71
 

26
1,
70
0 

30
1,
30
0 

34
9,
50
0 

39
0,
50
0 

40
5,
60
0 

42
6,
60
0 

72
 

26
2,
00
0 

30
1,
90
0 

35
0,
10
0 

39
1,
00
0 

40
5,
80
0 

42
6,
80
0 

73
 

26
2,
30
0 

30
2,
40
0 

35
0,
40
0 

39
1,
50
0 

40
6,
00
0 

42
7,
00
0 

74
 

26
2,
60
0 

30
2,
80
0 

35
0,
90
0 

39
2,
10
0 

40
6,
30
0 

 

75
 

26
2,
90
0 

30
3,
10
0 

35
1,
20
0 

39
2,
50
0 

40
6,
60
0 

 

76
 

26
3,
20
0 

30
3,
40
0 

35
1,
60
0 

39
2,
80
0 

40
6,
80
0 

 

77
 

26
3,
50
0 

30
3,
60
0 

35
2,
00
0 

39
3,
20
0 

40
7,
00
0 

 

78
 

26
3,
80
0 

30
3,
90
0 

35
2,
50
0 

39
3,
70
0 

40
7,
30
0 

 

79
 

26
4,
10
0 

30
4,
10
0 

35
3,
00
0 

39
4,
10
0 

40
7,
60
0 

 

80
 

26
4,
40
0 

30
4,
40
0 

35
3,
50
0 

39
4,
50
0 

40
7,
80
0 

 

81
 

26
4,
70
0 

30
4,
60
0 

35
3,
80
0 

39
4,
90
0 

40
8,
00
0 

 

82
 

26
5,
00
0 

30
4,
80
0 

35
4,
20
0 

39
5,
40
0 

40
8,
30
0 

 

83
 

26
5,
30
0 

30
5,
10
0 

35
4,
60
0 

39
5,
80
0 

40
8,
60
0 

 

84
 

26
5,
60
0 

30
5,
30
0 

35
5,
00
0 

39
6,
20
0 

40
8,
80
0 

 

85
 

26
5,
90
0 

30
5,
60
0 

35
5,
30
0 

39
6,
50
0 

40
9,
00
0 

 

86
 

26
6,
20
0 

30
5,
80
0 

35
5,
70
0 

39
7,
00
0 

 
 

87
 

26
6,
50
0 

30
6,
10
0 

35
6,
10
0 

39
7,
40
0 

 
 

88
 

26
6,
80
0 

30
6,
40
0 

35
6,
50
0 

39
7,
80
0 

 
 

65
 

24
9,
70
0 

28
9,
00
0 

33
6,
10
0 

37
6,
60
0 

39
2,
70
0 

41
3,
70
0 

66
 

25
0,
00
0 

28
9,
60
0 

33
6,
80
0 

37
7,
20
0 

39
3,
10
0 

41
4,
00
0 

67
 

25
0,
30
0 

29
0,
10
0 

33
7,
50
0 

37
7,
90
0 

39
3,
50
0 

41
4,
30
0 

68
 

25
0,
60
0 

29
0,
70
0 

33
8,
10
0 

37
8,
50
0 

39
3,
90
0 

41
4,
50
0 

69
 

25
0,
90
0 

29
1,
20
0 

33
8,
60
0 

37
8,
90
0 

39
4,
20
0 

41
4,
70
0 

70
 

25
1,
20
0 

29
1,
70
0 

33
9,
20
0 

37
9,
40
0 

39
4,
50
0 

41
5,
00
0 

71
 

25
1,
50
0 

29
2,
30
0 

33
9,
70
0 

38
0,
00
0 

39
4,
80
0 

41
5,
30
0 

72
 

25
1,
80
0 

29
2,
90
0 

34
0,
30
0 

38
0,
50
0 

39
5,
00
0 

41
5,
50
0 

73
 

25
2,
10
0 

29
3,
40
0 

34
0,
60
0 

38
1,
00
0 

39
5,
20
0 

41
5,
70
0 

74
 

25
2,
40
0 

29
3,
90
0 

34
1,
10
0 

38
1,
60
0 

39
5,
50
0 

 

75
 

25
2,
70
0 

29
4,
30
0 

34
1,
50
0 

38
2,
10
0 

39
5,
80
0 

 

76
 

25
3,
00
0 

29
4,
60
0 

34
1,
90
0 

38
2,
40
0 

39
6,
00
0 

 

77
 

25
3,
30
0 

29
4,
80
0 

34
2,
30
0 

38
2,
80
0 

39
6,
20
0 

 

78
 

25
3,
60
0 

29
5,
10
0 

34
2,
80
0 

38
3,
30
0 

39
6,
50
0 

 

79
 

25
3,
90
0 

29
5,
30
0 

34
3,
30
0 

38
3,
70
0 

39
6,
80
0 

 

80
 

25
4,
20
0 

29
5,
60
0 

34
3,
80
0 

38
4,
10
0 

39
7,
00
0 

 

81
 

25
4,
50
0 

29
5,
80
0 

34
4,
10
0 

38
4,
50
0 

39
7,
20
0 

 

82
 

25
4,
80
0 

29
6,
00
0 

34
4,
50
0 

38
5,
00
0 

39
7,
50
0 

 

83
 

25
5,
10
0 

29
6,
30
0 

34
4,
90
0 

38
5,
40
0 

39
7,
80
0 

 

84
 

25
5,
40
0 

29
6,
50
0 

34
5,
30
0 

38
5,
80
0 

39
8,
00
0 

 

85
 

25
5,
70
0 

29
6,
80
0 

34
5,
60
0 

38
6,
10
0 

39
8,
20
0 

 

86
 

25
6,
00
0 

29
7,
10
0 

34
6,
00
0 

38
6,
60
0 

 
 

87
 

25
6,
30
0 

29
7,
40
0 

34
6,
40
0 

38
7,
00
0 

 
 

88
 

25
6,
60
0 

29
7,
70
0 

34
6,
80
0 

38
7,
40
0 
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89
 

26
7,
10
0 

30
6,
70
0 

35
6,
70
0 

39
8,
10
0 

 
 

90
 

26
7,
40
0 

30
7,
00
0 

35
7,
10
0 

39
8,
60
0 

 
 

91
 

26
7,
70
0 

30
7,
30
0 

35
7,
50
0 

39
9,
00
0 

 
 

92
 

26
8,
00
0 

30
7,
60
0 

35
7,
90
0 

39
9,
40
0 

 
 

93
 

26
8,
30
0 

30
7,
80
0 

35
8,
10
0 

39
9,
70
0 

 
 

94
 

 
30
8,
00
0 

35
8,
40
0 

40
0,
20
0 

 
 

95
 

 
30
8,
30
0 

35
8,
80
0 

40
0,
60
0 

 
 

96
 

 
30
8,
70
0 

35
9,
10
0 

40
1,
00
0 

 
 

97
 

 
30
8,
90
0 

35
9,
40
0 

40
1,
30
0 

 
 

98
 

 
30
9,
20
0 

35
9,
80
0 

 
 

 

99
 

 
30
9,
50
0 

36
0,
20
0 

 
 

 

10
0 

 
30
9,
90
0 

36
0,
60
0 

 
 

 

10
1 

 
31
0,
10
0 

36
1,
10
0 

 
 

 

10
2 

 
31
0,
40
0 

36
1,
50
0 

 
 

 

10
3 

 
31
0,
70
0 

36
1,
90
0 

 
 

 

10
4 

 
31
1,
00
0 

36
2,
30
0 

 
 

 

10
5 

 
31
1,
20
0 

36
2,
80
0 

 
 

 

10
6 

 
31
1,
50
0 

36
3,
20
0 

 
 

 

10
7 

 
31
1,
80
0 

36
3,
50
0 

 
 

 

10
8 

 
31
2,
10
0 

36
3,
80
0 

 
 

 

10
9 

 
31
2,
30
0 

36
4,
20
0 

 
 

 

11
0 

 
31
2,
60
0 

 
 

 
 

11
1 

 
31
3,
00
0 

 
 

 
 

11
2 

 
31
3,
30
0 

 
 

 
 

89
 

25
6,
90
0 

29
8,
00
0 

34
7,
00
0 

38
7,
70
0 

 
 

90
 

25
7,
20
0 

29
8,
30
0 

34
7,
40
0 

38
8,
20
0 

 
 

91
 

25
7,
50
0 

29
8,
60
0 

34
7,
80
0 

38
8,
60
0 

 
 

92
 

25
7,
80
0 

29
9,
00
0 

34
8,
20
0 

38
9,
00
0 

 
 

93
 

25
8,
10
0 

29
9,
20
0 

34
8,
40
0 

38
9,
30
0 

 
 

94
 

 
29
9,
40
0 

34
8,
80
0 

38
9,
80
0 

 
 

95
 

 
29
9,
70
0 

34
9,
20
0 

39
0,
20
0 

 
 

96
 

 
30
0,
10
0 

34
9,
50
0 

39
0,
60
0 

 
 

97
 

 
30
0,
30
0 

34
9,
80
0 

39
0,
90
0 

 
 

98
 

 
30
0,
60
0 

35
0,
20
0 

 
 

 

99
 

 
30
1,
00
0 

35
0,
60
0 

 
 

 

10
0 

 
30
1,
40
0 

35
1,
00
0 

 
 

 

10
1 

 
30
1,
60
0 

35
1,
50
0 

 
 

 

10
2 

 
30
1,
90
0 

35
1,
90
0 

 
 

 

10
3 

 
30
2,
20
0 

35
2,
30
0 

 
 

 

10
4 

 
30
2,
50
0 

35
2,
70
0 

 
 

 

10
5 

 
30
2,
70
0 

35
3,
20
0 

 
 

 

10
6 

 
30
3,
00
0 

35
3,
60
0 

 
 

 

10
7 

 
30
3,
30
0 

35
3,
90
0 

 
 

 

10
8 

 
30
3,
60
0 

35
4,
20
0 

 
 

 

10
9 

 
30
3,
80
0 

35
4,
70
0 

 
 

 

11
0 

 
30
4,
20
0 

 
 

 
 

11
1 

 
30
4,
60
0 

 
 

 
 

11
2 

 
30
4,
90
0 
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議
案
第
１
号
 
説
明
資
料
（
第
１
条
関
係
）

 
 

改
正
案
 

現
 
行
 

11
3 

 
31
3,
50
0 

 
 

 
 

11
4 

 
31
3,
70
0 

 
 

 
 

11
5 

 
31
4,
00
0 

 
 

 
 

11
6 

 
31
4,
40
0 

 
 

 
 

11
7 

 
31
4,
60
0 

 
 

 
 

11
8 

 
31
4,
80
0 

 
 

 
 

11
9 

 
31
5,
10
0 

 
 

 
 

12
0 

 
31
5,
40
0 

 
 

 
 

12
1 

 
31
5,
70
0 

 
 

 
 

12
2 

 
31
5,
90
0 

 
 

 
 

12
3 

 
31
6,
20
0 

 
 

 
 

12
4 

 
31
6,
50
0 

 
 

 
 

12
5 

 
31
6,
80
0 

 
 

 
 

定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤

務
職
員
 

20
0,
30
0 

22
7,
80
0 

26
9,
50
0 

29
0,
10
0 

30
5,
70
0 

33
1,
90
0 

備
考
 
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。

 

11
3 

 
30
5,
10
0 

 
 

 
 

11
4 

 
30
5,
30
0 

 
 

 
 

11
5 

 
30
5,
60
0 

 
 

 
 

11
6 

 
30
6,
00
0 

 
 

 
 

11
7 

 
30
6,
20
0 

 
 

 
 

11
8 

 
30
6,
40
0 

 
 

 
 

11
9 

 
30
6,
70
0 

 
 

 
 

12
0 

 
30
7,
00
0 

 
 

 
 

12
1 

 
30
7,
40
0 

 
 

 
 

12
2 

 
30
7,
60
0 

 
 

 
 

12
3 

 
30
7,
90
0 

 
 

 
 

12
4 

 
30
8,
20
0 

 
 

 
 

12
5 

 
30
8,
50
0 

 
 

 
 

定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤

務
職
員
 

19
2,
00
0 

21
9,
50
0 

26
0,
00
0 

27
9,
70
0 

29
4,
90
0 

32
0,
60
0 

備
考
 
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
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議
案
第
１
号
 
説
明
資
料
（
第
２
条
関
係
）
 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
31
年
条
例
第
20
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
期
末
手
当
）
 

（
期
末
手
当
）
 

第
14
条
 
（
略
）
 

第
14
条
 
（
略
）
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
10
0分

の
12
6.
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
箇
月

以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
12
5、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
12
7.
5を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
６
箇
月

以
内
の
期
間
に
お
け
る
当
該
職
員
の
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

(1
)～

(4
) 
（
略
）
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
10
0分

の
12
6.
25
」
と
あ
る
の
は
「
10
0分

の
71
.2
5」

と
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
10
0分

の
12
5」

と
あ
る
の
は
「
10
0分

の
70
」
と
、
「
10
0分

の
12
7.
5」

と
あ
る
の
は

「
10
0分

の
72
.5
」
と
す
る
。
 

４
～
６
 
（
略
）
 

４
～
６
 
（
略
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
15
条
 
（
略
）
 

第
15
条
 
（
略
）
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の

額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
支
給
す
る
勤
勉
手
当
の

額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
 
当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
及
び
地
域
手
当
の
月
額
を
加
算
し
た
額
に
1
0
0分

の
1
0

6.
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ

て
得
た
額
の
総
額
 

(1
) 

前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員
 
当
該
職
員
の

勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
及
び
地
域
手
当
の
月
額
を
加
算
し
た
額
に
、
６
月
に
支

給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
10
5、

12
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
10
7.
5を

乗
じ

て
得
た
額
の
総
額
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議
案
第
１
号
 
説
明
資
料
（
第
２
条
関
係
）
 改
正
案
 

現
 
行
 

(2
) 
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
 
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
10
0分

の
51
.2
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

(2
) 
前
項
の
職
員
の
う
ち
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
 
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
６
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
50
、
12

月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
10
0分

の
52
.5
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
 

３
～
５
 
（
略
）

 
３
～
５
 
（
略
）
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議
案
第
１
号
 
説
明
資
料
（
第
３
条
関
係
）
 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
15
年
条
例
第
22
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
給
与
に
関
す
る
特
例
）
 

（
給
与
に
関
す
る
特
例
）
 

第
４
条
 
特
定
任
期
付
職
員
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
。
 

第
４
条
 
特
定
任
期
付
職
員
に
は
、
次
の
給
料
表
を
適
用
す
る
。
 

号
給
 

給
料
月
額
 

 
円
 

１
 

19
8,
00
0 

２
 

25
0,
00
0 

３
 

30
1,
00
0 

４
 

35
5,
00
0 

５
 

40
5,
00
0 

６
 

45
5,
00
0 

７
 

50
8,
00
0 

８
 

57
4,
00
0 

 

号
給
 

給
料
月
額
 

 
円
 

１
 

19
2,
00
0 

２
 

24
2,
00
0 

３
 

29
2,
00
0 

４
 

34
2,
00
0 

５
 

39
2,
00
0 

６
 

44
0,
00
0 

７
 

49
2,
00
0 

８
 

55
5,
00
0 

 

２
～
５
 
（
略
）
 

２
～
５
 
（
略
）
 

 

- 11 -



議
案
第
２
号

説
明
資
料

士
幌
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
条
例
第
15
号
）
新
旧
対
照
表

改
正
案

現
行

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
）

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
）

第
３
条

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
表
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

し
、
各
給
料
表
の
適
用
範
囲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
給
料
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
３
条

フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
表
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

し
、
各
給
料
表
の
適
用
範
囲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
給
料
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1
)・

(2
)
（
略
）

(1
)・

(2
)
（
略
）

(3
)

教
育
職
給
料
表
（
別
表
第
３
）

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

第
15
条

給
与
条
例
第
14
条
第
１
項
か
ら
第
４
項
、
同
条
第
６
項
、
第
14
条
の
２
及
び
第
14

条
の
３
ま
で
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
与
条
例
第
14
条
第
４
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基

準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日

現
在
、
附
則
第
５
条
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月

額
、
扶
養
手
当
及
び
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基

準
日
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
現

在
に
お
い
て
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
と
す
る
。
た
だ

し
、
教
育
職
給
料
表
（
別
表
第
３
）
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
教

育
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
及
び
教
職
調
整
額
の
合
計
額
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
15
条

給
与
条
例
第
14
条
第
１
項
か
ら
第
４
項
、
同
条
第
６
項
、
第
14
条
の
２
及
び
第
14

条
の
３
ま
で
の
規
定
は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
与
条
例
第
14
条
第
４
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基

準
日
現
在
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日

現
在
、
附
則
第
５
条
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月

額
、
扶
養
手
当
及
び
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基

準
日
（
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
現

在
に
お
い
て
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
月
額

」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）

第
16
条

給
与
条
例
第
15
条
第
１
項
、
第
２
項
第
１
号
、
第
３
項
及
び
第
５
項
ま
で
の
規
定

は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
３
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
職
員
が
受
け

る
べ
き
給
料
月
額
、
扶
養
手
当
及
び
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ

第
16
条

給
与
条
例
第
15
条
第
１
項
、
第
２
項
第
１
号
、
第
３
項
及
び
第
５
項
ま
で
の
規
定

は
、
任
期
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
３
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
職
員
が
受
け

る
べ
き
給
料
月
額
、
扶
養
手
当
及
び
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ

- 12 -



議
案
第
２
号

説
明
資
料

改
正
案

現
行

れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
が
受
け
る
べ
き
給

料
月
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
給
料
月
額
及
び
教
職
調
整
額
の
合

計
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
が
受
け
る
べ
き
給

料
月
額 」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
教
職
調
整
額
）

第
17
条
の
２

教
育
職
員
に
は
、
当
該
教
育
職
員
の
給
料
月
額
の
10
0分

の
10
に
相
当
す
る
額

の
教
職
調
整
額
を
支
給
す
る
。

２
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
10
条
及
び
第
11
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

行
政
職
給
料
表

行
政
職
給
料
表

号
給

給
料
月
額

号
給

給
料
月
額

号
給

給
料
月
額

号
給

給
料
月
額

円
円

円
円

１
19
5,
80
0

41
24
9,
20
0

81
28
8,
60
0

12
1

30
6,
70
0

２
19
6,
90
0

42
24
9,
90
0

82
28
9,
20
0

12
2

30
7,
00
0

３
19
8,
10
0

43
25
0,
50
0

83
28
9,
90
0

12
3

30
7,
30
0

４
19
9,
20
0

44
25
1,
10
0

84
29
0,
60
0

12
4

30
7,
60
0

５
20
0,
30
0

45
25
8,
10
0

85
29
1,
10
0

12
5

30
7,
80
0

６
20
2,
00
0

46
25
9,
30
0

86
29
1,
70
0

12
6

30
8,
00
0

７
20
3,
60
0

47
26
0,
50
0

87
29
2,
30
0

12
7

30
8,
30
0

８
20
5,
20
0

48
26
1,
70
0

88
29
3,
00
0

12
8

30
8,
70
0

９
20
6,
70
0

49
26
2,
80
0

89
29
3,
60
0

12
9

30
8,
90
0

10
20
8,
40
0

50
26
3,
90
0

90
29
4,
20
0

13
0

30
9,
20
0

11
21
0,
00
0

51
26
5,
00
0

91
29
4,
80
0

13
1

30
9,
50
0

12
21
1,
60
0

52
26
6,
10
0

92
29
5,
50
0

13
2

30
9,
90
0

号
給

給
料
月
額

号
給

給
料
月
額

号
給

給
料
月
額

号
給

給
料
月
額

円
円

円
円

１
18
3,
50
0

41
23
8,
20
0

81
27
8,
80
0

12
1

29
8,
00
0

２
18
4,
60
0

42
23
9,
10
0

82
27
9,
50
0

12
2

29
8,
30
0

３
18
5,
80
0

43
23
9,
90
0

83
28
0,
20
0

12
3

29
8,
60
0

４
18
6,
90
0

44
24
0,
70
0

84
28
0,
90
0

12
4

29
9,
00
0

５
18
8,
00
0

45
24
7,
40
0

85
28
1,
50
0

12
5

29
9,
20
0

６
18
9,
70
0

46
24
8,
60
0

86
28
2,
20
0

12
6

29
9,
40
0

７
19
1,
30
0

47
24
9,
80
0

87
28
2,
80
0

12
7

29
9,
70
0

８
19
2,
90
0

48
25
1,
00
0

88
28
3,
50
0

12
8

30
0,
10
0

９
19
4,
50
0

49
25
2,
10
0

89
28
4,
10
0

12
9

30
0,
30
0

10
19
6,
20
0

50
25
3,
20
0

90
28
4,
80
0

13
0

30
0,
60
0

11
19
7,
80
0

51
25
4,
30
0

91
28
5,
40
0

13
1

30
1,
00
0

12
19
9,
40
0

52
25
5,
40
0

92
28
6,
10
0

13
2

30
1,
40
0

- 13 -



議
案
第
２
号

説
明
資
料

改
正
案

現
行

13
21
3,
10
0

53
26
7,
00
0

93
29
6,
10
0

13
3

31
0,
10
0

14
21
4,
80
0

54
26
8,
00
0

94
29
6,
70
0

13
4

31
0,
40
0

15
21
6,
50
0

55
26
9,
00
0

95
29
7,
20
0

13
5

31
0,
70
0

16
21
8,
20
0

56
27
0,
00
0

96
29
7,
70
0

13
6

31
1,
00
0

17
21
9,
40
0

57
27
1,
00
0

97
29
8,
20
0

13
7

31
1,
20
0

18
22
1,
00
0

58
27
1,
90
0

98
29
8,
80
0

13
8

31
1,
50
0

19
22
2,
60
0

59
27
2,
70
0

99
29
9,
30
0

13
9

31
1,
80
0

20
22
4,
10
0

60
27
3,
60
0

10
0

29
9,
90
0

14
0

31
2,
10
0

21
22
5,
60
0

61
27
4,
40
0

10
1

30
0,
30
0

14
1

31
2,
30
0

22
22
7,
20
0

62
27
5,
20
0

10
2

30
0,
80
0

14
2

31
2,
60
0

23
22
8,
80
0

63
27
6,
00
0

10
3

30
1,
30
0

14
3

31
3,
00
0

24
23
0,
40
0

64
27
6,
70
0

10
4

30
1,
90
0

14
4

31
3,
30
0

25
23
2,
00
0

65
27
7,
40
0

10
5

30
2,
40
0

14
5

31
3,
50
0

26
23
3,
70
0

66
27
8,
20
0

10
6

30
2,
80
0

14
6

31
3,
70
0

27
23
5,
00
0

67
27
9,
00
0

10
7

30
3,
10
0

14
7

31
4,
00
0

28
23
6,
30
0

68
27
9,
60
0

10
8

30
3,
40
0

14
8

31
4,
40
0

29
23
7,
60
0

69
28
0,
30
0

10
9

30
3,
60
0

14
9

31
4,
60
0

30
23
8,
70
0

70
28
1,
10
0

11
0

30
3,
90
0

15
0

31
4,
80
0

31
23
9,
80
0

71
28
1,
80
0

11
1

30
4,
10
0

15
1

31
5,
10
0

32
24
0,
90
0

72
28
2,
50
0

11
2

30
4,
40
0

15
2

31
5,
40
0

33
24
2,
00
0

73
28
3,
20
0

11
3

30
4,
60
0

15
3

31
5,
70
0

34
24
2,
90
0

74
28
3,
90
0

11
4

30
4,
80
0

15
4

31
5,
90
0

35
24
3,
80
0

75
28
4,
60
0

11
5

30
5,
10
0

15
5

31
6,
20
0

36
24
4,
80
0

76
28
5,
30
0

11
6

30
5,
30
0

15
6

31
6,
50
0

13
20
1,
00
0

53
25
6,
40
0

93
28
6,
70
0

13
3

30
1,
60
0

14
20
2,
70
0

54
25
7,
40
0

94
28
7,
40
0

13
4

30
1,
90
0

15
20
4,
40
0

55
25
8,
40
0

95
28
8,
00
0

13
5

30
2,
20
0

16
20
6,
10
0

56
25
9,
40
0

96
28
8,
50
0

13
6

30
2,
50
0

17
20
7,
40
0

57
26
0,
40
0

97
28
9,
00
0

13
7

30
2,
70
0

18
20
9,
00
0

58
26
1,
30
0

98
28
9,
60
0

13
8

30
3,
00
0

19
21
0,
60
0

59
26
2,
20
0

99
29
0,
10
0

13
9

30
3,
30
0

20
21
2,
10
0

60
26
3,
10
0

10
0

29
0,
70
0

14
0

30
3,
60
0

21
21
3,
60
0

61
26
3,
90
0

10
1

29
1,
20
0

14
1

30
3,
80
0

22
21
5,
20
0

62
26
4,
70
0

10
2

29
1,
70
0

14
2

30
4,
20
0

23
21
6,
80
0

63
26
5,
50
0

10
3

29
2,
30
0

14
3

30
4,
60
0

24
21
8,
40
0

64
26
6,
30
0

10
4

29
2,
90
0

14
4

30
4,
90
0

25
22
0,
00
0

65
26
7,
00
0

10
5

29
3,
40
0

14
5

30
5,
10
0

26
22
1,
70
0

66
26
7,
80
0

10
6

29
3,
90
0

14
6

30
5,
30
0

27
22
3,
00
0

67
26
8,
60
0

10
7

29
4,
30
0

14
7

30
5,
60
0

28
22
4,
30
0

68
26
9,
30
0

10
8

29
4,
60
0

14
8

30
6,
00
0

29
22
5,
60
0

69
27
0,
00
0

10
9

29
4,
80
0

14
9

30
6,
20
0

30
22
6,
70
0

70
27
0,
80
0

11
0

29
5,
10
0

15
0

30
6,
40
0

31
22
7,
80
0

71
27
1,
60
0

11
1

29
5,
30
0

15
1

30
6,
70
0

32
22
8,
90
0

72
27
2,
30
0

11
2

29
5,
60
0

15
2

30
7,
00
0

33
23
0,
00
0

73
27
3,
00
0

11
3

29
5,
80
0

15
3

30
7,
40
0

34
23
1,
10
0

74
27
3,
80
0

11
4

29
6,
00
0

15
4

30
7,
60
0

35
23
2,
20
0

75
27
4,
60
0

11
5

29
6,
30
0

15
5

30
7,
90
0

36
23
3,
30
0

76
27
5,
30
0

11
6

29
6,
50
0

15
6

30
8,
20
0
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議
案
第
２
号

説
明
資
料

改
正
案

現
行

備
考

こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
職
員
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
33
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。

備
考

こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
職
員
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
33
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。

別
表
第
３
（
第
３
条
関
係
）

教
育
職
給
料
表

37
24
5,
80
0

77
28
6,
00
0

11
7

30
5,
60
0

15
7

31
6,
80
0

38
24
6,
70
0

78
28
6,
60
0

11
8

30
5,
80
0

39
24
7,
60
0

79
28
7,
30
0

11
9

30
6,
10
0

40
24
8,
40
0

80
28
7,
90
0

12
0

30
6,
40
0

37
23
4,
40
0

77
27
6,
00
0

11
7

29
6,
80
0

15
7

30
8,
50
0

38
23
5,
40
0

78
27
6,
70
0

11
8

29
7,
10
0

39
23
6,
40
0

79
27
7,
40
0

11
9

29
7,
40
0

40
23
7,
30
0

80
27
8,
10
0

12
0

29
7,
70
0

号
給

給
料
月
額

号
給

給
料
月
額

号
給

給
料
月
額

号
給

給
料
月
額

円
円

円
円

１
23
4,
00
0

41
30
6,
30
0

81
37
0,
20
0

12
1

40
8,
60
0

２
23
6,
40
0

42
30
8,
20
0

82
37
1,
50
0

12
2

40
9,
30
0

３
23
8,
80
0

43
31
0,
00
0

83
37
2,
80
0

12
3

41
0,
00
0

４
24
1,
30
0

44
31
1,
70
0

84
37
4,
00
0

12
4

41
0,
60
0

５
24
3,
70
0

45
31
3,
40
0

85
37
5,
20
0

12
5

41
1,
20
0

６
24
6,
10
0

46
31
5,
20
0

86
37
6,
40
0

12
6

41
1,
90
0

７
24
8,
50
0

47
31
6,
90
0

87
37
7,
50
0

12
7

41
2,
40
0

８
25
1,
00
0

48
31
8,
50
0

88
37
8,
60
0

12
8

41
3,
00
0

９
25
3,
40
0

49
32
0,
10
0

89
37
9,
60
0

12
9

41
3,
60
0

10
25
5,
00
0

50
32
1,
80
0

90
38
0,
70
0

13
0

41
4,
20
0

11
25
6,
60
0

51
32
3,
60
0

91
38
1,
80
0

13
1

41
4,
70
0

12
25
8,
20
0

52
32
5,
30
0

92
38
2,
90
0

13
2

41
5,
20
0

13
25
9,
80
0

53
32
6,
60
0

93
38
4,
00
0

13
3

41
5,
50
0

14
26
1,
20
0

54
32
8,
50
0

94
38
5,
10
0

13
4

41
5,
80
0
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議
案
第
２
号

説
明
資
料

改
正
案

現
行

15
26
2,
60
0

55
33
0,
30
0

95
38
6,
10
0

13
5

41
6,
00
0

16
26
4,
00
0

56
33
2,
00
0

96
38
7,
20
0

13
6

41
6,
30
0

17
26
5,
40
0

57
33
3,
60
0

97
38
8,
20
0

13
7

41
6,
60
0

18
26
6,
60
0

58
33
5,
50
0

98
38
9,
20
0

13
8

41
6,
90
0

19
26
7,
80
0

59
33
7,
20
0

99
39
0,
10
0

13
9

41
7,
20
0

20
26
9,
00
0

60
33
8,
90
0

10
0

39
1,
00
0

14
0

41
7,
50
0

21
27
0,
30
0

61
34
0,
60
0

10
1

39
1,
80
0

14
1

41
7,
80
0

22
27
1,
40
0

62
34
2,
30
0

10
2

39
2,
80
0

14
2

41
8,
10
0

23
27
2,
50
0

63
34
4,
00
0

10
3

39
3,
60
0

14
3

41
8,
40
0

24
27
3,
70
0

64
34
5,
70
0

10
4

39
4,
50
0

14
4

41
8,
70
0

25
27
5,
00
0

65
34
7,
40
0

10
5

39
5,
30
0

14
5

41
8,
90
0

26
27
6,
70
0

66
34
8,
70
0

10
6

39
6,
20
0

14
6

41
9,
20
0

27
27
8,
40
0

67
35
0,
00
0

10
7

39
7,
10
0

14
7

41
9,
50
0

28
28
0,
10
0

68
35
1,
30
0

10
8

39
8,
00
0

14
8

41
9,
70
0

29
28
1,
80
0

69
35
2,
80
0

10
9

39
8,
80
0

14
9

41
9,
90
0

30
28
3,
80
0

70
35
4,
30
0

11
0

39
9,
80
0

15
0

42
0,
20
0

31
28
6,
00
0

71
35
5,
80
0

11
1

40
0,
70
0

15
1

42
0,
50
0

32
28
8,
20
0

72
35
7,
30
0

11
2

40
1,
60
0

15
2

42
0,
70
0

33
29
0,
40
0

73
35
8,
60
0

11
3

40
2,
20
0

15
3

42
0,
90
0

34
29
2,
60
0

74
36
0,
10
0

11
4

40
3,
10
0

15
4

42
1,
20
0

35
29
4,
80
0

75
36
1,
60
0

11
5

40
4,
00
0

15
5

42
1,
50
0

36
29
6,
90
0

76
36
3,
00
0

11
6

40
4,
90
0

15
6

42
1,
70
0

37
29
8,
90
0

77
36
4,
40
0

11
7

40
5,
70
0

15
7

42
1,
90
0

38
30
0,
80
0

78
36
5,
90
0

11
8

40
6,
40
0
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議
案
第
２
号

説
明
資
料

改
正
案

現
行

39
30
2,
70
0

79
36
7,
40
0

11
9

40
7,
20
0

40
30
4,
50
0

80
36
8,
90
0

12
0

40
8,
00
0

備
考

こ
の
表
は
、
町
立
小
学
校
及
び
中
学
校
に
勤
務
す
る
臨
時
教
諭
に
適
用
す
る
。
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議
案
第
３
号

説
明
資
料

士
幌
町
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
46
年
条
例
第
34
号
）
新
旧
対
照
表

改
正
案

現
行

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
４
条

（
略
）

第
４
条

（
略
）

２
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
ま
た
は
死
亡
し
た
町
長

等
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
町
長
等
が
受
け
る
べ
き

給
料
額
に
10
0分

の
23
2.
5を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
ま
た
は
死
亡
し
た
町
長

等
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
町
長
等
が
受
け
る
べ
き

給
料
額
に
10
0分

の
23
0

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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議
案
第
４
号

説
明
資
料

士
幌
町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
20
年
条
例
第
35
号
）
新
旧
対
照
表

改
正
案

現
行

（
期
末
手
当
）

（
期
末
手
当
）

第
５
条

（
略
）

第
５
条

（
略
）

２
前
項
の
期
末
手
当
は
、
基
準
日
現
在
（
議
員
の
職
を
離
れ
た
者
に
つ
い
て
は
そ
の
離
れ

た
日
現
在
）
に
お
い
て
議
長
、
副
議
長
、
常
任
委
員
長
、
議
会
運
営
委
員
長
及
び
議
員
が

受
け
る
べ
き
議
員
報
酬
の
月
額
に
10
0分

の
46
5を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
前
６
箇
月

以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。

２
前
項
の
期
末
手
当
は
、
基
準
日
現
在
（
議
員
の
職
を
離
れ
た
者
に
つ
い
て
は
そ
の
離
れ

た
日
現
在
）
に
お
い
て
議
長
、
副
議
長
、
常
任
委
員
長
、
議
会
運
営
委
員
長
及
び
議
員
が

受
け
る
べ
き
議
員
報
酬
の
月
額
に
10
0分

の
46
0を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
前
６
箇
月

以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）
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３
款
 
民
生
費
 
２
項
 
児
童
福
祉
費
 
５
目
 
子
育
て
支
援
推
進
費
 
 
 
事
業
費
 
 
１
６
，
８
６
３
千
円
 

『
物

価
高
対

応
子

育
て

応
援
手
当

』
 

物
価

高
の

影
響

を
特
に

強
く

受
け

て
い
る
子

育
て

世
帯

に
力
強
く
支
援
し

、
こ
ど
も
１

人
に

つ
き

２
万
円
を
支
給
す
る
こ
と
で
、
こ

ど
も

達

の
健
や
か
な
成
長
を
応
援
し
ま
す
。
 

 【
概

要
】
 

◇
対

象
者
：

０
歳
か
ら
高
校
３
年
生
ま
で
の
こ

ど
も
を
養
育
す
る
父
母
等
 

・
平
成
１
９
年
４
月
２

日
か
ら
令
和

８
年
３

月
３

１
日
ま
で
に
出
生
し
た
児
童
 

 
 
 
 
 
 

・
所
得
制
限
な
し
 

 

◇
支

給
額
：

こ
ど
も
１
人
当
た
り
２
万
円
 

 ◇
支
給
方
法

：
町
が
保
有
す
る
子
育
て
関
連
支
援
シ
ス
テ
ム
を
活
用
 

 

◇
予
算
計
上
額
：
事
業
費
１
６
，
８
６
３
千
円
（
扶
助
費
１
６
，
６
０
０
千
円
 
事
務
費
等
２
６
３
千
円
）

 

※
想
定
人
数

８
３
０
人

 

※
財
源
は
全
額
国
庫
補
助
金
（
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
支
給
事
業
費
補
助
金
）

を
充

当
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４
款
 
衛
生
費
 
１
項
 
保
健
衛
生
費
 
５
目
 
上
水
道
費
 
 
 
事
業
費
 
 
９
，
０
２
６
千
円
 

 
 

『
水
道

使
用
料
の
基
本

料
金

３
ヶ
月
分

減
免

』
 
 

物
価
高
騰
対
策

と
し
て

、
士
幌

町
内
で

水
道

を
使

用
し

て
い
る
す

べ
て

の
町

民
・
事
業

者
を

対
象
（
官
公
庁
は

除
く
）
に
水

道
使

用
料

の
基
本
料
金
を

減
免
し

て
、

負
担
の
軽
減
を

図
り

ま
す
。

 

【概
要
】 

令
和

８
年

１
月

請
求

分
か

ら
３

月
請

求
分

ま
で

の
水

道
使

用
料

の
基

本
料

金
を

減
免

す
る

。
使

用
者

か
ら

の
手

続
き

は
必

要
な

く
、

減
免

し
た

金
額

を
簡

易
水

道
事

業
会

計
に

繰
り

出
す

。
な

お
、

自
家

水
（

井
戸

）
及

び
町

外
か

ら
の

給
水

者
に

は
、

減
免

相
当

額
を

申

請
に

よ
り
支

援
す
る
。

 

 ◇
減

免
予
定
額

 
 
：
９
，
０
０
０
千

円
（
２
，
８
７
０
件

×
１
，
０
４
５
円

×
３
ヶ
月

）
 

内
訳

：
毎
月
検
針
分
 

 
（
市
街
地
）

 
１
，
８
９
０
件

（
１
月
・

２
月

・
３

月
の
３
回

に
分
け
て

減
免
）
 

：
３

ヶ
月
検
針
分
 
（
農
村
部
）
 

 
 
９
８
０

件
（
３

月
に
ま
と
め
て

減
免

）
 

 ◇
自

家
水
等

利
用
者
支

援
金

：
住
宅
利
用
水
を
井
戸
及
び
他
町
か
ら
給
水
し
て
い
る
方
へ
水
道
基
本
料
と
同
額
を
支
援

す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２

６
千
円
（

３
，
１
３
５
円
×
８

件
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水
道
担
当
で
の
把
握
は
、

井
戸
３

件
、
上
士
幌
給
水
１

件
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全
数
把
握
で
き
て
い
な
い

可
能
性
が
あ
る
た
め
、
申
請
に
よ
り
支

援
す
る
方
法
と
す
る
。
 

 ※
財
源
は
全
額
重
点
支
援
地
方
交
付
金
（
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

）
を
充
当
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